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我が国の地方財政の現状

2



何故、地方財政か？

規模

地方の歳出は国・地方歳出の6割強を占める

社会保障（医療・介護、子育て支援等）の分野における地方の役割は大きい

 高齢化に伴い（さもなければ）今後とも支出増が見込まれる

国との関係

多くの地方自治体は国からの財政移転（交付税・国庫支出金等）に依存している

 自治体にとって国は「最後の拠り所」＝国の保護者責任

地方の財政悪化は国の負担（救済措置等）増に繋がりかねない

 他方、国の財政破綻は多くの自治体の財政破綻に直結

国・地方が一体になった財政再建が必要

経済財政一体改革（経済財政再生計画）＝国・地方が歩調を合わせた財政再建を要請
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大きな地方？

• 税収の6割は国が徴収する一方、支出の約6
割を地方が担う

垂直的財政力格差⇒政府間財政移転（地方
交付税・国庫支出金）で穴埋め

• 財源・規制を通じて地方は国の「下部組織
化」？

• 公共サービス提供の現場は地方⇒政策の執
行において国は地方に依存・・・
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出所：総務省資料



5



6



7



財政制度等審議会
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財政制度等審議会
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地方への財源保障
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地方支出＝地方収入

自治事務

法定受託
事務 国の関与・規制

一般財源

特定財源

国の財源保障

表裏一体の国の関与と地方の甘え

国の保護者責任？
 地方財政法第13条第1項「（地方が）新たな事務を行う義務が負う場合において

は、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならな
い」

地方財政計画＝国（総務省）が見積もった
地方全体の歳出の見通しと所要の財源措置



名は体？

名称 建前 実際

自治事務 地方が主体的に担う事業 国の関与（誘導）・財源
保障あり

一般財源 地方が自由に使途を決め
られる財源

特定補助金（国の義務
付け）の補助裏あり

単独事業 国の補助金のない事業 交付税による財源保障
あり

義務的経費
（⇔裁量的経費）

人件費・扶助費等、削減が
難しい支出

地方による上乗せ（裁
量）あり

一般補助金 交付税など国が使途を定
めない補助金

国の政策誘導・義務付
けあり
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2040年、自治体職員は半減？ 総務省研究会が警鐘 2018/8/23 
日本経済新聞

• 高齢化がピークを迎える2040年ころの自治体
のあり方を検討した総務省の「自治体戦略
2040構想」研究会の提言が波紋を広げている。
人口減少により40年には今の半数の公務員
で行政を支える必要があるとして、圏域行政
や共助の法制化を提唱。危機感を醸成して変
化を迫るショック療法に自治体に戸惑いと反
発が広がる。一方、自治体の中にはさらに進
んで独自に将来像を描くところも出始めている。

推計結果図（都道府県別）
－ 2040年総人口指数（2010年＝100）－
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資料：旧内閣統計局推計、総務省統計局「国勢調査」「推計人口」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)」[出生中位・死亡中位推計].
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・ 現在の日本社会では、世界でも最速クラスの人口減少が見込まれている。これまでの社会経済変化の趨勢を前提とすると、・日本の総人口は25年で約１割、50年で約３割減少する。・数は元に戻るように見えるが、中身、つまり生活の質はまったく違うものとなっている。社会経済が逆戻りするわけではない。見方によれば、明治以降のこの垂直的増加が異常だったという見方もあるくらい。だとすると、あるていどの人口減少は「適応」なのかもしれない。・高齢化率は現在の27％から、2040年に35％、２049年以降は約38％まで上昇する。



東京対地方

• 地方法人課税の偏在是正？

• 経済財政運営と改革の基本方針2018「地域間財政力格差の拡大に対しては、税源の偏在性が小さく、税収が安定
的な地方税体系を構築する。地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について検討し、平成31
年度税制改正において結論を得る」

• 全国知事会平成 30 年7月26日）「地方法人課税が地方団体にとって企業誘致等による税源涵養のインセンティブ

になっている」といった「地方法人課税の意義や、大都市部及び地方部における行財政需要なども踏まえつつ」も
「地方法人課税について、新たな偏在是正措置を講じることにより、偏在性が小さい地方税体系を構築すべき」

都、税の偏在是正対抗へ有識者会議 国の動きけん制
• 東京都は14日、税財政について話し合う有識者会議の初会合を開いた。都はこれまでの国の税制

改正で約６兆円分の税収が減ったと主張、2019年度税制改正でも追加措置がとられると警戒する。

今後始まる国の税制論議に向け、「大局観を持った本格的な議論」（小池百合子知事）を武器に対
抗する。

日本経済新聞（2018年6月14日）
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出所：総務省
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出所：総務省 16
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平成28年度 地方法人特別税 譲与税 増減

全国 1兆7776億円 1兆7776億円 0

東京都 4481億円 2327億円 2155億円



法人二税に偏った地方税体系

• 我が国の地方税制は法人課税に偏重⇒総じて経済に「優しくない」税制

法人税率は諸外国（ＯＥＣＤ平均＝約25％）に比べて高い（実効税率29.74％）

主に高くしているのは地方法人課税（国の法人税＝23.2％）

• 地方法人課税の課題

 対外的＝国内立地企業の国際的競争力・我が国の立地競争力を阻害

 対内的＝一人当たり税収の地域間格差・税収の不安定

• 地方法人課税の見直し

 地域間格差＝法人二税の一部国税化

 理念先行＝応益課税としての地方法人課税

• 実態は高度成長型税制＝課税ポイントとしての企業（法人税、所得税の源泉徴収）

 「取りやすいところから取る」
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出所：総務省 19



参考：法人税率の国際比較

20出所：経済産業省



都、税の偏在是正対抗へ有識者会議 国の動きけん制
2018/6/14

• 「国家間競争のなかで東京がしっかりしていることが（日本の）背骨になる。その背骨が揺るがされるような
状況になっている」。有識者会議「東京と日本の成長を考える検討会」の冒頭で小池知事はこう述べ、国の
税制論議を強くけん制した。

• 危機感を強める都は、「東京が日本の成長を支えている」との主張で偏在是正の動きに対抗していく構え
だ。産業を集積させ国の経済力を高めているほか、国際会議の開催や首都を支える都市インフラの整備
などで国に貢献しているとの考えが根底にある。

• ジャーナリストの田原総一朗氏は会合で「『東京対地方』の構図ではなく、世界との競争の観点が重要」と
訴えた。政府税制調査会の委員でもある一橋大学の佐藤主光教授は、都が置かれた状況を踏まえたうえ
で「競争力に資する税制をどう作るか」を考えるべきだと指摘する。

日本経済新聞社（2018年6月14日）
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平成31年度税制改正

• 地方法人特別税に代えて、
特別法人事業税を創設

• 税収は譲与税として人口に
基づいて都道府県に再配
分

• 東京都（不交付団体）に対
する譲与税の配分に制限
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出所：財政制度等審議会



日本の財政の現状
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移動するゴール・ポスト

• 政府は財政健全化（基礎的財政収支の黒字化）目標を2020年
度から2025年度に「先送り」

黒字化の見通しは経済再生（高い成長率）は前提・・・

• 基本方針2018「新たな財政健全化目標として、経済再生と財
政健全化に着実に取り組み、2025 年度の国・地方を合わせた
ＰＢ黒字化を目指すこととする。同時に債務残高対ＧＤＰ比の
安定的な引下げを目指すことを堅持する。」

• 財政健全化目標＝いつか来た道・・・

 骨太の方針2006＝2011年度⇒断念

 社会保障と税の一体改革・経済財政再生計画＝2020
年⇒先送り

• 「三度目の正直」、「二度あることは三度ある」？

出所：財務省ＨＰ 24



25財務省財政制度等審議会



26出所：財政制度等審議会
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財政への誤解

• 歳出増を巡る誤解

歳出増は公共事業や無駄な支出による

• 増加の主要因は社会保障

高齢化の進む我が国では「構造的課題：

27
出所：財務省資料



参考：社会の高齢化
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政府は21日、税や保険料で賄う医療、介護など社会保障給付費が経済成長率
を年２％前後とする基本ケースで2040年度に190兆円になるとの推計を公表した。
日本経済新聞2018.5．22

社会保障費、40年度６割増の190兆円
政府推計介護は2.4倍、支え手急減で負担増



社会保障制度を取り巻く状況の変化

厚生労働省 平成23年5月12日

①雇用基盤の変化

• 非正規労働者が増大するなど、就労形態が多様化。

• 片働き世帯中心から共働き世帯中心へと変化。

②家族形態の変化

• 単身世帯の増加、及び今後の更なる増加の見込み。

③地域基盤の変化

• 地域における高齢化の進展。

④生活・リスク基盤の変化

• 若年無業者、現役世代の生活保護世帯、自殺者数の増加など、貧困・格差問題の深刻化。

⑤企業基盤の変化

• グローバル化、大競争時代に伴う企業の雇用慣行、ビジネスモデル等の変化
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何故、財政再建が進まないのか？

• 多すぎる「蛇口」＝国・地方の赤字の解消の仕方は様々⇒誰が「帳尻合わせ」をするのか？

各当事者は自分以外の誰かが負担することを期待

• 財政再建の努力に「只乗り」？将来の経済・財政に楽観的な見通し？

⇒自身の既得権益に執着
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反対 賛成

財政当局 財政赤字の拡大 増税

地方自治体 交付税・補助金の削減 国税の増税

住民 サービスのカット 地方自治体等の努力？

納税者 増税 政治家・官僚の給与の
削減？



先送りゲーム
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利益団
体Ｂ
利益団体Ａ

財政再建に協力 既得権益に固執

財政再建に協力

既得権益に固執
財政赤字の累積

財政再建が先送り



再論：「只乗り問題」

• 個人AとBが公共財（非競合的・排除不可能）を提供

• 例：夜警、雪かき、祭りのイベント

⇒個人AはBが公共財を提供し、それから只で受益することを見込んで自身は敢えて何もしない（費
用を払って貢献しない）ことを選択するかもしれない。

個人B
個人A

公共財提供を

する しない

公共財提
供を

する

しない AはBの努力に只乗り
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経済財政運営と改革の基本方針 2018 について

• 新たな財政健全化目標として、経済再生と財政健全化に着実に取り組み、2025 年度の国・地方
を合わせたＰＢ黒字化を目指すこととする。同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指
すことを堅持する。2025 年度ＰＢ黒字化に向けては、団塊世代が 75 歳に入り始める 2022 年度
の前までの2019 年度から2021 年度を、社会保障改革を軸とする「基盤強化期間」と位置付け、
経済成長と財政を持続可能にするための基盤固めを行うこととする

• 2025年度のＰＢ黒字化目標年度までの中間年である2021年度に中間指標を設定し、進捗を管
理するためのメルクマールとする。ＰＢ赤字の対ＧＤＰ比については、2017年度からの実質的な
半減値（1.5％程度）178とする。債務残高の対ＧＤＰ比については、180％台前半、財政収支赤字
の対ＧＤＰ比については、３％以下とする

• 今後、景気回復が鈍化する可能性や社会保障関係費の増大も想定される。必要な場合には、
景気を腰折れさせないよう機動的に対応し、経済成長を確実に実現する対応を取る必要がある

• 社会保障は高齢化による増加分が年によって異なることなどを考慮し、各年度の歳出について
は一律ではなく柔軟に対応する。
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財政再建の選択肢

• 財政再建＝長期の政府の収支の帳尻

• いつするか？

将来に先送り⇒将来世代の負担（将来の成長・景気に悪影響）

• 期待するか努力するか？

高い経済成長を期待⇒良し悪しではなく実現可能性の問題（「最善を期待して最悪に備える」）

低金利を期待⇒日銀の金融緩和は何時まで続くのか？

• 経済成長との両立？⇒財政再建の是非ではなく、やり方の問題

歳入面＝消費税を軸とした税制体系の構築

歳出面＝総額抑制と効率化（予算配分のメリハリ・官民連携）
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参考：財政破綻で巨大ゴキブリがナポリを占拠
ニューズウィーク日本版2012年8月23日

• 市内の下水道で卵からかえった大量のゴキブリが地上
に進出してきたのは今月上旬のこと。債務危機のあお
りで清掃局の予算が削減されたため、この１年間は一
度も下水の清掃や消毒をしなかったせいだ。

• もともとナポリのゴミ収集システムは非効率で評判が悪
く、ゴミの都と揶揄されてきた。しかも制度変更でゴミ収
集車が早朝に来ることになったため、飲食店などは夜
中のうちにゴミを出さねばならない。結果、腐りかけの
食べ物が何時間も、下水溝の上に放置されることに
なった。

36

身近な公共サービスを守るための財政再建



経済財政一体改革
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経済・財政一体改革」の取組：
「経済財政運営と改革の基本方針2015」より

38出所：経済財政一体改革推進委員会



参考：一体改革の特徴

典型的な財政再建 経済財政一体改革

改革のイニシアティブ ・トップダウン＝国主導 ・ボトムアップ＝現場の創意工夫

歳出抑制 ・全分野で一律カット
 ニーズの高い分野が疲弊・・・
⇒改革の痛み

・歳出にメリハリ
 見える化＝課題発見（気づき）
 ＰＤＣＡの徹底＝事業の継続的な見直し

財政再建の仕方 ・マクロ＝数値目標ありき
 あとは気合と根性・・・
⇒現場はやらされ感・・・

・ミクロ＝インセンティブ改革（見える化を含む）
 現場の「頑張り」を引き出す

改革の狙い ・数値目標の達成 ・数値目標の達成

・ワイズスペンディング＝歳出を効率化させる体
質作り（制度・環境整備）
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歳出管理＝マクロと構造改革＝ミクロ

マクロ＝量 歳出管理 ・歳出目標の設定
例：社会保障費の増額を年間5千億円に抑制

ミクロ＝質 財政の構造
改革

・歳出の効率化
 民間資金・経営の活用＝ＰＰＰ
 政策評価の徹底＝ＰＤＣＡサイクル
 コストの見える化
 構造＝赤字を作らない体質への転換

 効率化の成果（歳出効果）＝各地域の新たなニーズ（子
育て・活性化等）に浮いた財源を充当可

⇒財政再建＝マクロ目標と両立

40



参考：
一体改革と
地方財政

41



参考：頑張る地方を応援？
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参考：経済財政一体改革の取り組み

マクロ＝歳出総額を抑制して2020年度に基礎的財政収
支を黒字化

ミクロ＝「見える化」を通じたワイズスペンディングの実現

• ボトムアップ改革⇒優良事例の発掘・「横展開」

• 見える化＝課題発見（気づき）と改革への誘因付け

⇒主体的な（率先した）改革への取り組み

 「説明の付かない」地域差（例；医療費）の是正等

• ＫＰＩ＋工程表＝改革のＰＤＣＡ（進捗管理）

改革・効率化の環境整備

⇒歳出効果へ

削減分は赤字削減・新たな財政ニーズに充当・・・

43

社会保障改革⇒

民間委託⇒

ＰＦＩ⇒



ＥＢＰＭの推進

従来の理念先行・法令偏重からの方向転換

従前の行政 理念優先＝目的が正しければ結果は問
わない

「お年寄りに優しい街づくり」⇒何が「優しい」
のが定量的な評価がない

法令偏重＝法律・条令の従う限り問題視
しない

成果より手続き重視⇒予算も使いきることが
重要で効果は問わない・・・
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見える化

45
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ではどうするか？

• 公共部門の効率化⇒非効率をどのように「発見」するか？

見える化＝地域間格差の実態を比較⇒見直しへの圧力⇒説明のつかない格差を是正

• 例：一人当たり医療費（年齢補正後）の地域間格差

47出所：経済・財政一体改革推進員会

政策・事業の選別
⇒「事後的」に結果＝成果に基づく見直し
 PDCAサイクルの徹底

 無駄を切るだけではない！

 優良事例（ベストプラクティス）の発見
と横展開



見える化＝比較
• 自治体間のコスト・サービス水準の違いの見える化

公共サービス水準が同じでも、コストに相違⇒相対的にコスト
の高い地域は「非効率」？

業務改革（民間委託等）の必要性

サービス水準の代理変数

教育＝学力テスト・いじめ件数等

財政運営に無駄のあるとの情報⇒効率化への圧力

留意：経済環境の近い地域間＝類似団体間での比較が有効

地域Ａ 地域Ｂ

コスト・成果

地域Ａの財政運営
の非効率？

財政力指数
(平成19年度～平成21年度）

Ⅰ 0.500以上～1.000未満
神奈川県、大阪府、千葉県、埼玉県、静岡県、茨城県、
栃木県、京都府、兵庫県、福岡県、広島県、滋賀県、三
重県、群馬県、岐阜県、岡山県、宮城県

17

Ⅱ 0.400以上～0.500未満
石川県、香川県、長野県、富山県、山口県、福島県、奈
良県、山梨県、福井県、新潟県、愛媛県

11

Ⅲ 0.300以上～0.400未満
北海道、熊本県、大分県、和歌山県、佐賀県、山形県、
青森県、徳島県、岩手県、宮崎県、鹿児島県

11

Ⅳ 0.300未満 長崎県、沖縄県、秋田県、鳥取県、高知県、島根県 6

都道府県類型区分一覧

グループ 団体名 団体数
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49出所：経済財政一体改革推進委員会



50出所：経済財政一体改革推進委員会
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出所：経済財政一体改革推進委員会（平成27年10月13日）

参考：医療費の地域間格差の分析

• 経済学の視点＝事実確認から分
析へ

• 高齢化等の要因で説明できない
地域差

⇒医療提供体制の効率性に起因？

例：病床数と医療費の因果関係

医師（医療機関）誘発需要？

病床を埋めるよう患者に入院を
誘導？

情報・知識以上、医師は患者に
優位≠消費者主権
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参考：優良事例

55出所：経済財政一体改革先進・優良事例選定プロジェクト



公会計と財政再建

• 「コストの見える化」＝住民のコスト意識
の喚起

• 地域住民は究極の行政改革の担い手

ボトムアップ＝住民の総意

公共料金（上下水道など）の引き上げの
「説明責任」

• 現行の予算（官庁会計）では政策のフル
コストが分からない

現金主義会計＝減価償却費等の欠如

人件費＝共通経費で、事業ごとの人件
費は計上されない

56

人件費 施設整備の見直し

マクロ 公務員人件費の削
減

更新投資・施設整備費の
削減

ミクロ どの事業に係る人件
費を優先的に削る
か？

 どの施設を廃止する
か？

 整備費全般をどのよう
に見直すか？

 政策評価＝費用対効果の低い事業の算定

 新しい公会計＝
当該事業に係る
人件費の算定

 公会計＝更新費用に
係るコストの算定⇒長
寿命化等、施設整備・
更新費用の平準化＝
施設マネジメント



参考：企業会計と官庁会計

企業会計 官庁会計

複式簿記＝取引ごとにその原因と結
果を二面的に記録（資産と負債の関係
が明らかに）

単式簿記＝取引にかかる現金の収支
のみを記録

発生主義＝収益・費用の発生事実に
基づく記録

現金主義＝現金の収支を記録

損益計算書の作成

一会計訊かんにおける利益・損失、費
用・収益（フロー）の状況を表す財務諸
表の一つ

損益計算書を作成しない

減価償却費・引当金等、非現金情報
が把握されない

貸借対照表の作成
―ある期日における負債・資産、純資
産（ストック）を表す財務諸表

貸借対照表を作成しない
資産・負債の情報が蓄積されない
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公会計と政策コスト

• 従前の官庁会計では事務事業＝政策手段別に原価＝政策別コストを算出できない

資本コスト＝事業に係る減価償却費用（施設の更新費用）は無視

⇒施設整備の費用が正しく認識されない・整備計画が作成できない

人件費＝共通経費で、事業ごとの人件費は計上されない

人件費（公務員給与）を削減するとしても、どの事業に影響するかが定かではない

59

出所：財務省ＨＰ



参考：費用関数

60

**),,( AAAA rKwLXrwCC +≡=

アウトプット

**),,( BBBB rKwLXrwCC +≡=

人件費 資本コスト

)( AAA XUU = アウトカム＝結果

事業ごとに識別

政策・事業



町田市の財務諸表

61出所：町田市財務部財政課
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「自分事」としての財政へ：

63

• コストの「見える化」と選択肢

見える化＝負担（費用）と受益（給付）の連動⇒「蛇口」を減らす

選択肢の提示⇒負担の増加と受益の増加（確保）か負担の抑制（削減）と受益の抑制か？

• 地方の財政責任とは？

自治体が決めた支出の負担は「地域の会員」（住民・企業）で負う

住民に高い受益と高い負担、低い受益と低い負担の選択肢⇒自治体の財政を「自分事」に

• 財政は以外と身近な問題

自治体
予算

義務的な支出

交付税・補助金等

裁量的な支出

地方税

裁量的支出増

超過課税

受益と負担の連動
＝コスト意識の喚起



出所：第５回社会保障ワーキング・グループ参考資料集
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